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取締役および監査役の報酬額改定ならびに譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 

 

当社は、2018 年 4 月 26 日開催の取締役会において、取締役および監査役に係る報酬制度の見

直しを行い、報酬額を改定するとともに、新たに譲渡制限付株式報酬制度（以下、「本制度」とい

います。）を導入することについて、2018 年 6 月 19 日開催予定の第 149 回定時株主総会（以下、

「本定時株主総会」といいます。）に提案することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。 

 

記 

 

1. 取締役報酬制度の改定について 

 

当社の取締役および監査役の報酬は、客観的かつ透明性の高い報酬制度とするため、社外委員

4 名、社内委員 1 名にて構成される報酬諮問委員会において、報酬方針および報酬水準につき審

議し、その答申を踏まえ、あらかじめ株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、取締役報酬に

ついては取締役会で、監査役報酬については監査役の協議により、それぞれ決定することとして

おります。報酬の水準につきましては、報酬諮問委員会において、グローバルに事業展開する国

内の主要メーカーとの水準比較を行い、答申に反映させております。 

 

当社の取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と単年度の連結業績の達成度によって変動す

る業績連動報酬によって現在構成されておりますが、このたび、社外取締役を除く取締役の報酬

と業績との連動性をさらに高め、中長期的な企業価値向上に、より一層資する報酬制度とするた

め、単年度の連結業績による業績連動報酬（現金賞与および株式報酬Ａ）に加え、新たに中期経

営計画に掲げる経営目標の達成度合いを織り込んだ業績連動報酬（株式報酬Ｂ）を支給すること

といたしました。なお、株式報酬Ａ・Ｂについては、株主の皆様との価値共有をより一層促進す

ることを目的に、いずれも譲渡制限付株式にて支給するものといたします。 

 

 



 

業績連動報酬のうち、現金賞与および株式報酬Ａは、単年度の連結業績と連動するものであり、

連結業績の指標としては、連結ＲＯＥ、連結ＲＯＡおよび連結営業利益率を基本指標としており

ます。なお、今後、当該指標は取締役会の決議により変更されることがあります。 

また、新たに支給する株式報酬Ｂについては、下表中期経営計画の経営目標の達成度合いに連

動するものであり、その譲渡制限解除の決定に際しては、当該中期経営計画の最終年度における

評価基準・指標の値に基づき決定いたします。なお、今後、新しい中期経営計画が策定された場

合には、下表の経営目標と評価基準・指標は取締役会の決議により変更されることがあります。 

 

＜現中期経営計画の経営目標（2016 年度～2018 年度）と評価基準・指標＞ 

現中期経営計画の経営目標 評価基準・指標 

成長性（業界水準を超える成長性を目指す） 主要他社との連結売上高成長率の比較* 

収益性（業界トップレベルの営業利益率を目指す） 主要他社との連結営業利益率の比較* 

効率性（ＲＯＥ10％レベルを目指す） 連結ＲＯＥ10％以上の達成 

健全性（業界トップレベルの財務体質を目指す） 主要他社とのネット・デット・エクイテ

ィ・レシオ**の比較* 

ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）を重視した経営 ＥＳＧ中期活動目標の達成度 

   *国内外の主要同業他社との相対比較により評価 

  **ネット・デット・エクイティ・レシオ＝（有利子負債―現預金）／株主資本 

 

2. 取締役および監査役の報酬額改定について 

 

当社の取締役の報酬額は、2004 年６月開催の第 135 回定時株主総会において、月額 6 千万円

以内、監査役の報酬額は、2012 年６月開催の第 143 回定時株主総会において、月額 1,350 万円以

内とそれぞれ承認されています。 

 

このたび、当社の取締役の報酬額を月額から年額に改め、当該報酬額の範囲で社外取締役を除

く取締役に対しては固定報酬である基本報酬に加えて現金賞与を支給することとしたうえで、グ

社内取締役の報酬制度

基本報酬
（固定報酬）

（現状） 月次報酬×12ヶ月
現金賞与

（原則として2/3）
［12ヶ月を上限］

株式報酬
（原則として1/3）
行使価格を1円
とする新株予約権

基本報酬
（固定報酬）

中期経営計
画業績連動
報酬（月次報
酬×0～3ヶ月）

（改定後） 月次報酬×12ヶ月
現金賞与

（原則として2/3）
［12ヶ月を上限］

株式報酬A
（原則として1/3）
譲渡制限付株式

株式報酬B
譲渡制限付

株式

新設

単年度業績連動報酬
（月次報酬×0～24ヶ月）

単年度業績連動報酬
（月次報酬×0～24ヶ月）



ローバルな事業展開を一層進める中で、これまでの支給実績、国内外の水準および取締役の構成

等も総合的に勘案し、年額 15 億円以内（うち社外取締役分は年額 1 億円以内）とすることにつき、

本定時株主総会に付議する予定です。なお、社外取締役については、取締役会の一員として経営

全般について提言するという役割をより明確にするため、今後は固定報酬である基本報酬のみを

支給いたします。 

また、監査役の報酬額についても、監査役の責務の増大に見合う報酬とするため、取締役報酬

額の改定に合わせて、年額 2 億円以内とすることを、本定時株主総会に付議する予定です。監査

役につきましては、引き続き固定報酬である基本報酬のみを支給いたします。 

なお、当社の取締役の報酬額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれ

ないものといたします。 

 

3. 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額設定について 

 

上記1.「取締役報酬制度の改定について」を踏まえ、以下のとおり本制度を導入することとし、

上記2．に係る取締役（社外取締役を含みます。）の報酬額とは別に、当社の社外取締役を除く取

締役（以下、「対象取締役」といいます。）に対して付与する譲渡制限付株式に関する報酬額につ

きまして、本定時株主総会に付議する予定です。 

 

【本制度の内容】 

(1) 概 要 

 本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるた

めに金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権を出資財産として会社に現物出資させるこ

とで、対象取締役に当社の普通株式を発行または処分し、これを保有させるものです。 

 当社は、対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」といいます。

)を締結します。対象取締役は、本割当契約に定める一定の期間(以下、「譲渡制限期間」

といいます。)中は、本割当契約によって交付された株式(以下、「本割当株式」といいま

す。)を、自由に譲渡、担保権の設定その他の処分(以下、「譲渡等」といいます。)するこ

とができないものとします(以下、「譲渡制限」といいます。)。 

なお、報酬諮問委員会の答申を踏まえ取締役会で決定した業績条件の未達等、一定の事由

が生じたことにより譲渡制限が解除されなかった株式につきましては、当社が、対象取締

役から無償で取得します。 

 その他の本制度の運用に関する事項につきましては、報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取

締役会において決定いたします。 

 株式報酬Ａ 

(単年度業績連動型) 

株式報酬Ｂ 

(中期経営計画業績連動型) 

(2)報酬制度の構成 従来の株式報酬として付与す

る新株予約権に代わるものと

して、当社の単年度の業績等に

当社の中期経営計画の期間を

対象とし、対象取締役に対し、

毎事業年度、役位に応じた報酬



基づいて報酬額を決定し、対象

取締役に対し、毎事業年度、決

定した報酬額の一部を譲渡制

限付株式により支給するもの。

原則として、交付より３年の後

に譲渡制限を解除する。 

基準額に基づいて譲渡制限付

株式を割り当てる。中期経営計

画の期間の終了後、中期経営計

画の経営目標の達成状況等に

基づいて譲渡制限の解除を行

う株式数を決定し、原則として

、交付より３年の後に譲渡制限

を解除する。 

(3)金銭報酬債権の額および

株式数の上限 

金銭報酬債権の額： 

年額3億6千万円以内（ただし、

使用人兼務取締役に対する使

用人分給与は含まない。） 

本割当株式の総数： 

１事業年度当たり 23万 9千株

以内 

金銭報酬債権の額： 

年額1億8千万円以内（ただし、

使用人兼務取締役に対する使

用人分給与は含まない。） 

本割当株式の総数： 

１事業年度当たり 12万株以内 

ただし、本定時株主総会終結後、当社普通株式の株式分割また

は株式併合が行われた場合、その他これらの場合に準じて割り

当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、本

割当株式の総数を合理的に調整するものする。 

(4)1株当たりの払込金額 各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所におけ

る当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合に

は、それに先立つ直近取引日の終値)等、本制度により当社の普

通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範

囲で、取締役会において決定する。 

(5)譲渡制限期間 ３年間とし、当該期間中、対象取締役は、本割当株式について

譲渡等をしてはならないものとする。 

(6)譲渡制限の解除 原則として譲渡制限期間が満

了した時点において譲渡制限

が解除されるものとする。 

 

原則として中期経営計画に掲

げる主要な経営指標その他の

取締役会が定める指標に基づ

き、中期経営計画の経営目標の

達成度合い等に応じて、本割当

株式の全部または一部につい

て、譲渡制限期間が満了した時

点で譲渡制限を解除する。当社

は、中期経営計画の経営目標の

達成状況等に基づいて譲渡制

限の解除を行う株式数を決定

した時点において、上記の定め



に基づき譲渡制限が解除され

ないこととなった本割当株式

について、当然に無償で取得す

る。 

(7)退任時の取扱い 譲渡制限期間が満了する前に、

対象取締役が、死亡により、当

社の取締役を退任した場合に

は、譲渡制限を解除する時期を

必要に応じて合理的に調整し

た上で、全ての譲渡制限を解除

する。 

譲渡制限期間が満了する前に、

対象取締役が、任期満了その他

当社の取締役会が正当と認め

る理由（以下、「正当な退任理

由」という。）なく、当社の取

締役を退任した場合には、当社

は、本割当株式の全部または一

部を当然に無償で取得する。 

譲渡制限期間が満了する前に、

対象取締役が、死亡により、当

社の取締役を退任した場合に

は、(i)本割当株式を付与した

時点から中期経営計画の経営

目標の達成状況等に基づいて

譲渡制限の解除を行う株式数

を決定した時点より前までの

間においては、譲渡制限を解除

する本割当株式の数および譲

渡制限を解除する時期を、(ii) 

中期経営計画の経営目標の達

成状況等に基づいて譲渡制限

の解除を行う株式数を決定し

た時点から譲渡制限期間満了

時点までの間においては、譲渡

制限を解除する時期を、必要に

応じて合理的に調整する。 

譲渡制限期間が満了する前に、

対象取締役が、正当な退任理由

なく、当社の取締役を退任した

場合には、当社は、本割当株式

の全部または一部を当然に無

償で取得する。 

(8)組織再編等における取扱

い 

譲渡制限期間中に、当社が消滅

会社となる合併契約、当社が完

全子会社となる株式交換契約

または株式移転計画その他の

組織再編等（以下、「組織再編

等」といいます。）に関する事

項が当社の株主総会(ただし、

当該組織再編等に関して、当社

の株主総会による承認を要し

ない場合においては当社の取

譲渡制限期間中に、組織再編等

に関する事項が当社の株主総

会(ただし、当該組織再編等に

関して、当社の株主総会による

承認を要しない場合において

は当社の取締役会)で承認され

た場合には、当社の取締役会決

議により、(i) 当該承認が、本

割当株式を付与した時点から

中期経営計画の経営目標の達



締役会)で承認された場合には

、当社の取締役会決議により、

譲渡制限を解除する時期を、必

要に応じて合理的に調整する

ものとする。 

成状況等に基づいて譲渡制限

の解除を行う株式数を決定し

た時点より前までの間におい

てなされた場合には、譲渡制限

を解除する本割当株式の数お

よび譲渡制限を解除する時期

を、(ii) 当該承認が、中期経

営計画の経営目標の達成状況

等に基づいて譲渡制限の解除

を行う株式数を決定した時点

から譲渡制限期間満了時点ま

での間においてなされた場合

には、譲渡制限を解除する時期

を、必要に応じて合理的に調整

するものとする。 

(9)その他取締役会で定める

内容 

その他の内容につきましては取締役会で定め、当該事項を本割

当契約の内容とする。 
 

 

＜ご参考＞ 

当社は、本定時株主総会において、本制度の導入に係る各議案が承認可決されることを条件に、

本定時株主総会終結後に、当社の使用人および当社の主要な子会社の代表取締役（以下、「使用人

等」といいます。）にも、上記と同様の譲渡制限付株式報酬制度を適用する予定です。その場合、

本年７月以降に開催予定の取締役会において決議のうえ、対象取締役および使用人等に対して、

最大30万株の普通株式を発行または処分し、割当てを行う予定です。 

 

当社では、2010年６月開催の第141回定時株主総会において、当社の取締役（社外取締役を含み

ます。）に対して株式報酬として付与する新株予約権に関する報酬等の額を年額3億6千万円以内（

うち、社外取締役分は5千万円以内。使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含みません。）と

する旨ご承認いただき、株式報酬として新株予約権を付与する取締役報酬制度を採用しておりま

したが、本定時株主総会において、本制度の導入に係る各議案が承認可決された場合には、当該

制度を廃止します。 

 

以上 


